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広 帯域 電 力線搬送通信機 器 に よる医療機 器へ の影 響 に関す る

医療 関係 者等 か らの照会 に対す る対応 につ いて

広 帯域 電 力線 搬送通信機 器 ( 以下 「P L C 機 器 」 とい う。) に つ いて は、 「電波 法 施 行

規 則 の 一
部 を改正す る省 令 J ( 平 成 1 8 年総務省 令第 H 9 号 ) 等 の公布 及び施行 に よ り、

総 務 大 臣 が新 た に 2 N I H z から 3 0 M M z まで の周波数 を利 用 した電 力線搬 送通信設備 の指

定区分 を設 け た こ とに伴 い、今 後 、型 式指 定 申請者 か らの 申請 に基 づ き型 式指 定 が な

され る見込 み で あ る と聞い て い ます 。

P L C 機 器 の運 用 に伴 う医療 機 器 ( 外部 電源 医療機 器 に 限 る。 以 下 同 じ。) へ の影 響

につ い て は、現 在、完 全 には否 定 で きない現状 にあ る こ とか ら、平成 1 8 年 1 1 月 9 日

付 け薬食 安発 第 1 1 0 9 0 0 1 号厚 生 労働 省 医薬食 品局安 全 対策 課 長 通 知 「広 帯域 電 力線 搬

送 通 信 機 器 に よ る医療機 器 へ の影 響 に 関す る型 式 指 定 申請者 に対す る指 導 につ い て

( 依頼 ) 」 に よ り、総 務 省総 合 通 信 基盤 局 電波 部 電波 環 境 課 長 あて別添 写 しの とお り

型武指 定 申請 者 に対す る指 導 につ き依 頼 したので 、貴管 下 関係 製 造販 売 業者 に 対 し周

知い た だ くよ うお願 い します 。 また 、本件 に関連 して 、P L C 機 器 の運用 に伴 う医療 機

器へ の影響 につ いて医療 関係 者 等 か ら製 造販 売業者 に対 して熙会 が あった場 合 に は 、

P L C 機 器 に よ る医療機器 へ の影響 を未 然 に防 止す るた めの適 切 な安 全対策 上 の特 置 を

講ず る よ う製 造販売業者 か ら医療 関係 者 等 に対 して伝 達す る こ と等 につ いて も併せ て

周知 をお願 い します。
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広 帯域電 力線搬 送通信機器 に よる医療 機 器 へ の影響 に関す る

型 式指 定 申請 者 に対す る指導 につ い て ( 依頼 )

広 帯域 電 力線 搬 送通 信機 器 ( 以下 「P L C 機 器 」 とい う。) に つ い て は 、 「電 波法施行

規則 の 一
部 を改 正す る省令 」( 平成 1 8 年総 務 省 令 第 1 1 9 号) 等 の公布 及 び施行 に よ り、

総 務 大 臣が新 た に 2 N I I I z から 3 0 N M z まで の周 波 数 を利用 した電 力線 搬 送通 信 設備 の指

定区分 を設 けた こ とに伴 い 、今後 、型式 指 定 申請者 か らの 申請 に基 づ き型 式指 定が な

され る見込み で あ る と聞 い ています。

P L C 機 器 の運 用 に伴 う医療機器 ( 外部 電 源 医療 機 器 に限 る。 以 下同 じ。) へ の影響

につ い て は、現 在 、完 全 には否定で きない現 状 にあ るこ とか ら、P L C 機 器 の型式 の指

定 に 当た って は 、P L C 機 器 が医療機 関や 居 宅 等 にお いて医療機 器 と併 用 され る こ と等

に よ り、 万が 一 に も医療 機 器 を使用す る患者 等 に対 して何 らか の健 康 被 害 等 を発 生 さ

せ る こ との ない よ う、 下記 の事項 につ き型 式指 定 申請者 に対す る協 力要請 方 お願 い し

た い。

記

P L C機 器 に よる医療 機 器 へ の影響 が完 全 に は否 定で きず 、医療 機 器 に よって は誤

作動 を生 じさせ るお そ れ が あ る こ と、 医療 機 関 及 び居 宅 等 の環 境 ドに お い て P L C

機 器 と医療機 器 を併 用 す る場合 には安 全 対策 上 の措 置 を講ず るべ き こ とにつ い て、

取扱 説 明書 等 の媒 体 を用 い て P L C機 器 の購 入者 等 に対 し周 知 され る よ うにす る こ

と.

2  購 入者 等か ら P L C 機 器 と医療機器 の併用 時 にお ける医療機器 の誤 作動 に関す る

情報を得た場合 には、速やかに厚生労働省 に報告 され るよ うにす る こ と。
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